
　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日

を
基
準
日
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

令
和
４
年
中
に
新
増
築
が
完
了
し

た
建
物
に
つ
い
て
は
調
査
が
必
要

で
す
。
職
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
都
合
の
良
い
日
時
（
休
日
を
除

く
）
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
取
り
壊
し
建
物
に
つ
い
て
は

「
取
り
壊
し
届
」
を
ご
提
出
い
た

だ
く
か
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
現

地
を
確
認
後
、
取
り
壊
し
た
家
屋

の
固
定
資
産
税
は
次
年
度
か
ら
課

税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
　
　
　
税
務
課
資
産
税
係

　（
☎
内
線
131
〜
135
）

　
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
な
ど
の

価
格
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま

え
、
特
に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き

い
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
を
対
象

に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
世
帯

①
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
基
準
日
（
令
和
４
年
９
月
30

日
）
に
お
い
て
、
中
津
川
市
に

住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員

の
令
和
４
年
度
の
住
民
税
均
等

割
が
非
課
税
の
世
帯

②
家
計
急
変
世
帯

　
申
請
時
点
で
中
津
川
市
に
住
民

　
登
録
が
あ
り
、
予
期
せ
ぬ
理
由

　
で
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ

　
り
、
令
和
４
年
１
月
か
ら
12
月

　
ま
で
の
家
計
が
急
変
し
、
令
和

　
４
年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非

　
課
税
の
世
帯
と
同
様
の
事
情
に

　
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

支
給
額
　

　
１
世
帯
あ
た
り
５
万
円

申
請
方
法

①
の
世
帯

　
対
象
の
可
能
性
が
あ
る
世
帯
に

　
は
、
「
給
付
金
支
給
要
件
確
認

　
書
」
を
順
次
郵
送
し
ま
す
。
必

　
要
事
項
を
記
載
の
う
え
、
返
送

　
く
だ
さ
い
。

※

令
和
４
年
１
月
以
降
に
転
入
し

　
た
方
が
い
る
世
帯
の
場
合
、
別

　
途
、
申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

②
の
世
帯

　
申
請
方
法
や
必
要
書
類
な
ど
を

　
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
対
象
と

　
思
わ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

・
①
、
②
と
も
に
世
帯
全
員
が
、

　
住
民
税
均
等
割
が
課
税
さ
れ
て

　
い
る
他
の
親
族
な
ど
の
扶
養
を

　
受
け
て
い
る
場
合
は
対
象
と
な

　
り
ま
せ
ん
。

・
①
、
②
の
併
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
Ｄ
Ｖ
な
ど
を
理
由
に
避
難
中
の

　
方
で
も
給
付
の
対
象
に
な
る
場

　
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い

　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　
令
和
５
年
１
月
31
日
㈫

　
　
　
　
社
会
福
祉
課

　（
☎
内
線
446
・
447
）

　
ご
家
庭
に
住
宅

用
火
災
警
報
器
を

設
置
し
て
い
ま
す

か
。
ま
た
、
設
置

し
て
あ
る
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
点
検
を
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
。

　
警
報
器
の
寿
命
は
お
お
む
ね
10

年
で
す
。
点
検
し
て
作
動
し
な
け

れ
ば
、
機
器
の
故
障
か
寿
命
で
す

の
で
新
品
に
取
り
換
え
ま
し
ょ
う
。

　 

予
防
課
（
☎
66-

１
６
１
９
）

固
定
資
産
税
　

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
へ
の

物
価
高
騰
対
策
給
付
金

問

広 

告

問財政課（☎内線436）

住
宅
用
火
災
警
報
器

10
年
た
っ
た
ら
と
り
カ
エ
ル

　市では、市役所の業務案内と観光や文化などの地
域情報を掲載した「中津川市暮らしのガイドブック
（2023年版）」を発行します。この冊子は、地域事
業者の皆さんの広告掲載料を財源として、公募によ
り決定した民間事業者（㈱サイネックス）と協働で
発行し、市内全世帯に配布するものです。
　12月初旬頃から、㈱サイネックスの営業担当者が
市内の事業所などへ広告掲載のお願いに伺いますの
で、暮らしに役立つ情報誌の発行にご協力ください。

発行時期　令和５年５月予定
発行部数　34,000部
配 布 先　市内各世帯
※広告料は掲載枠により異なります。詳しくは㈱サイネッ
　クスへお問い合わせください。

　　　　㈱サイネックス中部・北陸営業部東海支店
　　　  （☎059-361-1144）
　　　  広報広聴課（☎内線313）

広告掲載のご協力をお願いします

中津川市暮らしのガイドブックを
発行します

問
・
申
込

問
・
申
込

問・申込

お
知
ら
せ

担当課

 

2022年   12月５

アンケートに
ご協力ください

問 広報広聴課（☎内線315）

 広報なかつがわ、市ホー
ムページに関するアンケー
トです。皆さんのご意見を
お待ちしています。

回答期間
　12月 １日㈭～
　12月31日㈯
　 

Information 新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更や中止となる場合があります。
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